
 

 

 

 

様式第 159 号(第 22 条関係) 

年  月  日提出 

(宛先)静岡市長  

発信年月日   ★ 確 認 印 処 理 事 項 整 理 番 号  ★ 

消 印   ★   ★  ★  ★ 申告年月日 ★ 年 月  日 

住所又は所在地 
電話    (  )     

静岡市葵区追手町〇番〇号 
法 人 の

代 表 者 氏 名 
静岡 太郎 

(フリガナ) 

氏 名 又 は 名 称 

 〇〇〇〇 株式会社      こ の 申 告 書 に

応答する者の氏名 

   (電話     ) 

静岡 花子 

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 

  

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

     事 業 所 用 家 屋 の 貨 付 等 申 告 書 

  次のとおり事業所用家屋を貸し付けていますので、地方税法第 701 条の 52 第 2 項並びに静岡市税条例第 149 条第 2 項及び第 3 項の規

定により申告します。 

貸付家屋の

所 在 地 
 静岡市葵区追手町〇番〇号 延床面積  6,540.00m2 

地下   ０ 階 

地上   ６ 階 

貸付家屋の

名 称 
 静岡市不動産第１ビル 用 途 一部貸付用ビル 空 室 の 

有 無 

有・無 

階 貸 付 先 の 住 所 貸 付 先 の 名 称 専用面積 共用面積 日 付 処 置 

1F～

2F 
静岡市駿河区南町〇〇番〇号 ㈱Ａ銀行 2,000.00m2 180.00m2 令和６年１２月 １日   

3F 東京都中央区築地〇番〇号 Ｂ倉庫㈱ 1,000.00m2 90.00m2 令和６年１２月 １日   

4F 静岡市葵区追手町〇番〇 自社使用 1,000.00m2 90.00m2 年  月  日   

5F  空室（Ｃ物流㈱退去） 1,000.00m2 90.00m2 年  月  日   

6F  居住用 1,000.00m2 90.00m2 年  月  日   

      m2 m2 年  月  日   

 

 

           （注）床面積は、１平方メートルの１００分の１未満を切り捨てた数値を記載してください。 

           （注）★印の欄は、記載しないでください。 

申 告 を す る 方 の 住

所、氏名等を記載し

てください。 

申告の対象となる事

業 所 用 家 屋 の 所 在

地・家屋（ビル）の

名称を記載してくだ

さい。 

問い合わせをさせていただく際に対応される方を記載してください。 

貸付年月日を記載して 

ください。 

法人の場合は、本店

所在地を記載してく

ださい。 

使用している事業者

の名称を記載してく

ださい。空室がある

場合は「空室」と直

前の退去者を併記し

てください。 
共用部分について次のページを参

照してください。 

使用している階数を

記載してください。 

事業所用家屋の貸付等申告書の記載例 

押印不要です 

新たに貸付けをした日から１月以内にご提出ください。 



 

事業所用家屋貸付等申告書について 

１．申告書を提出する必要のある方 

  事業を行う方（事業所税の納税義務者）に事業所用家屋を貸し付けている方は、事業所用家屋ごとに申告書を作成して提出してください。 

２．申告期限 

   新たに貸付けを行った日から１月以内 

３．事業所用家屋（貸しビル等）の共用部分について 

 (1) 事業所床面積の算出 

貸し付けている事業所用家屋内に、共用する部分の床面積がある場合は次により事業所床面積を算出してください。 

テナントの事業所床面積 ＝ テナントの専用床面積＋テナントの共用床面積 

                         （ テナントの共用床面積＝共用部分の合計×テナントの専用床面積／専用部分の合計 ） 

    （事例）６階建ての貸ビルに事業者２社（Ａ、B）がテナントとして入居している場合の事業所床面積の算出方法 

 

  

 

 

 

 

 

       

（注） 床面積は、１平方メートルの１００分の１未満を切り捨てて算出してください。 

          「専用部分」とは、専ら事業所等として使用する部分（住宅にあっては、専ら居住の用に供する部分）をいいます。 

              「共用部分」とは、階段、廊下、エレベーター等構造上共同の用に供する部分をいいます。  

        自社使用している事業所等や空室等も含めて算出してください。 

         ※上記の事例は、同一ビル内に、事業用部分と居住用部分があり、共用部分が明確に区分できない場合ですが、それぞれの共用部分が明確に区分できる場合は分けて算出します。 

 (2) 特定防火対象物に係る非課税について 

  貸ビル等が特定防火対象物（劇場、スーパーマーケット、旅館・ホテル等）に該当する場合は、消防用設備等及び防火施設等には、共用部分の一定部 

に非課税の規定が適用されます。 

 

 家屋の延べ床面積    6,540 ㎡  

 専 用 部 分 の 合 計      6 , 000 ㎡  共用部分の合計  540 ㎡  

6F 居 住 用            1 , 000 ㎡  共用部分       40 ㎡  

5F 空 室 （ C 物 流 （ 株 ） 退 去 ） 1,000 ㎡  共用部分       100 ㎡  

4F 自 社 使 用          1 , 000 ㎡  共用部分      100 ㎡  

3F Ｂ 倉 庫 （ 株 ）         1 ,000 ㎡  共用部分      100 ㎡  

2F （ 株 ） Ａ 銀 行         1 , 000 ㎡  共用部分       100 ㎡  

1F （ 株 ） Ａ 銀 行         1 , 000 ㎡  共用部分       100 ㎡  

各テナントに係る事業所床面積（専用部分＋共用部分）の算出 

事業者等 専用床面積 共用床面積 事業所床面積 

6F 居 住 用  1,000 ㎡ 540 ㎡ ×1,000 ㎡ /6 ,000 ㎡  =  90 ㎡  1,090 ㎡ 

5F 空 室  1,000 ㎡  540 ㎡ ×1,000 ㎡ /6 ,000 ㎡  =  90 ㎡  1,090 ㎡ 

4F 自 社 使 用  1,000 ㎡  540 ㎡ ×1,000 ㎡ /6 ,000 ㎡  =  90 ㎡  1,090 ㎡ 

3F Ｂ 倉 庫 （ 株 ）  1,000 ㎡  540 ㎡ ×1,000 ㎡ /6 ,000 ㎡  =  90 ㎡  1,090 ㎡ 

1F 
2F 

（ 株 ） Ａ 銀 行  2,000 ㎡  540 ㎡ ×2,000 ㎡ /6 ,000 ㎡  =180 ㎡  2,180 ㎡ 


